
（様式２）

所管課名 水大気環境課 整理番号 1-2

処分の種類

根拠法令条例等・
条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】水道法第37条

水道法
第37条　厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用
　水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従
  わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認
  めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべ
  きことを命ずることができる。同条第二項の規定に基づく勧告に従わない場合において、
  給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とす
  る。

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

給水停止命令

水道法　第37条

水道法第３６条の規定に基づく改善の指示等に従わない場合は、給水の停止を命ずる。


